
松原市条例第２３号 

 

松原市都市計画法第３３条第３項の規定に基づく開発行為に係る制限 

の緩和に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」とい

う。）に基づく開発行為（以下「開発行為」という。）に関し、法第３３条第３

項の規定による都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下「政令」と

いう。）第２５条第６号の技術的細目として定められた制限の緩和を定めること

を目的とする。 

（適用範囲） 

第２条 この条例の規定は、法第７条第１項の市街化区域内において、次の各号の

いずれかに該当する範囲内に開発区域が全て含まれる開発行為（開発区域が市街

化区域外又は他市の区域にわたる開発行為を除く。）に限り適用する。 

（１） 本市の区域内に存する都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号）

第２条第１項第１号に規定する都市公園の境界から直線距離２５０メート

ルの範囲内 

（２） 本市の区域内に存する都市公園法施行令第２条第１項第２号に規定する

都市公園の境界から直線距離５００メートルの範囲内 

（３） 松原市児童遊園条例（平成２５年条例第３１号）第２条に規定する児童

遊園のうち、その面積が１，０００平方メートル以上のものの境界から直

線距離２５０メートルの範囲内 

（制限の緩和） 

第３条 法第３３条第３項の規定により、政令第２５条第６号に定める開発区域の

面積については、下限を１ヘクタールに緩和する。 

（施行の細目） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年１２月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の規定は、施行日以後に法第２９条第１項の規定による許可の申請が

なされた開発行為について適用する。 


